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全国初 古賀サービスエリアにふるさと納税自販機を設置 

 
 
 
 
 

 

 

■除幕式 

日時：４月１日（土） １０時～（３０分程度） 

来賓：西日本高速道路サービス・ホールディングス 代表取締役社長、九州支社長 
 グローキーアップ株式会社 代表取締役 

内容：市長挨拶、除幕、機器の説明、質疑応答 

 

■ふるさと納税自販機の概要 

利用開始日 ：４月１日（土） 

設置場所  ：九州自動車道古賀サービスエリア（上り線） 

利用可能時間：８時～２０時（４月２日以降） 

 特    徴：寄附金額に応じた SA利用券を即時に発券。利用券は、SA内の買い物

や飲食に利用可能。 

 

■設置の経緯とアピールポイント 

古賀 SA でのふるさと納税により、地場産品を返礼品として受け取ることで、地域の

振興・共創、新規顧客の獲得につなげることが目的です。 
「ふるさと納税自販機」の最大の特徴は、外出先で気軽に寄附ができ、その場ですぐ

に返礼品を受け取れる点です。機器の設置自体が九州初の試みで、高速道路 SA・PA へ

の設置は全国初の試みです。また、導入する機器は全国初の最新機種で、寄附後すぐに

自動で返礼品（利用券）が発券される仕組みです。 
 

■対象となる返礼品 

お土産：辛子明太子、もつ鍋、豚骨ラーメン、左衛門製品：博多ぶらぶら・好いとー

パイ など、如水庵製品：筑紫もち・博多よかいもとっとーと。 など 

飲 食：レストラン、ベーカリー、テイクアウトコーナー 

 

 

 

西日本高速道路(株)及び西日本高速道路サービス・ホールディングス(株)と古賀市

が連携し、九州自動車道古賀サービスエリア（上り線）に「ふるさと納税自販機」を

設置します。高速道路 SAへの「ふるさと納税自販機」設置は全国初となります。 

地元にある古賀 SA の認知度を生かし、新規寄附者の獲得と古賀市の特産品や企業

の PRにつなげていきます。 

※運用開始にあわせて４月１日に除幕式を行います。 

【問い合わせ先】 

  古賀市役所 商工政策課事業者支援係  担当：藤本・久保  

  電話：092－942-1176   


